
開示受付 

•「個人情報に関する開示請求書」を提出していただきます 

•本人確認の為、身分証明書のコピーをいただきます。 

•患者様ご本人でない場合、請求者と患者様との関係を示す書類（戸籍謄本等）、患者様の同意書（委
任状）が必要です。 

•受付が完了しましたらご帰宅されて構いません。 

開示可否の
検討 

•請求者が診療録の開示を行う事が出来る者かを確認します。 

•開示を行う事によって、①第三者の利益を害する恐れがないか②患者本人の心身の状況を著しく損
なう恐れがないかを確認します。①②のいずれかに該当する場合は開示を行う事が出来ない場合が
あります。 

開示書類の
準備 

•ご希望の書類の準備を行います。 

•書類の準備には２週間ほどお時間をいただいています。 

•準備が出来次第、事前に伺った連絡先へ開示料金、書類の枚数をご連絡します。その際に、ご来院
いただける日時を確認致します。祝日を除く月曜日～土曜日9：00～16：30の間でお願い致します。 

開示料金の
支払い 

•開示料金、身分証明書を持ってご来院下さい。 

•ご来院いただきましたら料金を精算後、領収書をお渡しします。 

書類のお渡し 

•書類をお渡しします。書類は封筒にてお渡ししますが、枚数が多い場合には複数の封筒に分けさせて
いただきますので、書類の入るカバン等をご持参されて下さい。 
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